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事案の概要

　本件は、発明の名称を「防蟻用組成物」とする特許第4177719号の特許権を有する原告が、被告に対し、
被告製品の生産等が特許権侵害に当たると主張して、①特許法100条１項及び２項に基づく被告製品の生
産等の差止め及び廃棄、②民法709条及び特許法102条２項に基づく損害賠償金及びこれに対する遅延損
害金の支払、③民法703条に基づく不当利得金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
　被告製品が本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属することは当事者間に争いはなく、争点は、

（１）先使用の抗弁の成否、（２）無効理由の有無、（３）本件訂正発明に係る無効理由の有無、及び（４）

≪東京地方裁判所≫
特許権侵害差止等請求事件

（防蟻用組成物－訂正の再抗弁と本件訂正発明に係る無効理由の有無）
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損害額及び不当利得額である。
　本件特許権の特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである。
　「植物由来の炭粉末と、被膜形成性ポリマーエマルジョン、水溶性多糖類及びポリアミド樹脂からなる
群から選ばれた１種又は２種以上と、ホウ酸類とを含有することを特徴とする防蟻用組成物。」

判示事項

１　本件発明の意義及び作用効果
本件発明は、炭粉末と、被膜形成性ポリーマーエマルジョン、水溶性多糖類及びポリアミド樹脂か

らなる群から選ばれた１種また２種以上と、ホウ酸類とを含有することで、白蟻の予防や駆除効果に
優れ、しかもその効果が長期にわたって持続し、さらに蟻以外の菌等に対しても耐久性に優れた、安
全な防蟻効果を得られるとの作用効果を奏するものである。

さらに、本件発明は、ホウ酸類と被膜形成性ポリマーエマルジョンのみを配合するもの（従来発明（乙
48発明）の配合）と比べて、耐候処理をした場合における死中率と質量減少率に大きな差があり、炭粉
末を配合しないものと比べて耐水性が向上している。

２　争点（１）（先使用の抗弁の成否）について
被告は、平成13年７月、防蟻、防腐剤の新製品を開発したとして、新たに「ヘルスコ・キュアー」と

いう名称の被告先行製品の販売を開始した。
被告先行製品のカタログ及び甲９データシートには、いずれも被告先行製品にホウ酸が配合されて

いることを示す記述は一切なく、かえって、被告先行製品のカタログには、被告先行製品は天然鉱石
を含むがその他の金属成分を含まないことが記載されている。また、森林総合研究所における試験片
に塗装されたという被告先行製品について、鉱石が含まれることは記載されているがホウ酸が含まれ
るとの記載はなかった。さらに、被告は被告先行製品のカタログで、被告先行製品は特許出願中であ
ると記載したり、特許を取得したと記載したりしたところ、その特許に係る発明はホウ酸を含むもの
ではなかった。

これらからすると、被告先行製品にホウ酸が配合されていたことを直ちには認め難い。
甲８報告書及び乙３報告書には、「平成14年６月24日製造分」の試験体のホウ酸の含有量が0.63％又は

0.68％であるとの記載がある。しかし、これらの試験体が、平成14年６月24日に製造された被告先行製
品であることを認めるに足りる証拠はない。したがって、上記の割合のホウ酸を含有する製品が本件
優先日前に製造されたとは認めることはできない。

また、仮に甲８報告書の各試験体がそこに記載の日に製造されたとしても、甲８報告書によれば、
本件優先日前に製造された被告先行製品は、いずれも分析結果の内容から「平成24年６月24日製造分」

（原文ママ）を除いてごく微量のホウ素が検出されたといえるのみでホウ酸が配合されているとはいえ
ず、「平成24年６月24日製造分」（原文ママ）の被告先行製品にホウ酸が含まれていたとしても、ホウ酸
が配合される発明が完成していたとはいえない。

以上を総合すると、被告先行製品にホウ酸が配合されていたとは認められず、被告前代表者が、本
件優先日前に、木炭、アクリル系樹脂及びホウ酸から構成された防蟻用組成物を発明したことや、そ
の実施品として被告先行製品が製造、販売されたことを認めることはできず、先使用の抗弁に関する
被告の主張はいずれも採用することができない。

３　争点（２）ア（冒認出願）について
原告は被告先行製品の特約版売店（原文ママ）として、被告先行製品の組成等について知り得る立場

にいた。しかし、被告前代表者が、本件優先日前に、木炭、アクリル系樹脂及びホウ酸を配合する防
蟻用組成物を発明したことや、その実施品として被告先行製品が製造、販売された事実は認められず、


